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1 録音反訳事務の依頼受付期限について(再掲）

詳細は民事部お知らせホームページに1月19日に掲載した記事を参照してください。

A区分及びB区分ともに3月10日 （木）午後2時30分が依頼受付期限です。

受付期限に近接した日に反訳依頼した場合には、完成通知を行う期間が普段と比べて短期間

になる場合があります。 この点に留意して期日の進行管理を行うようお願いします

2 3月期の出張について

3月31日までに予定されている出張(SEABIS及び出張計画書利用のもの）は、 3月1

日 （火）までに決裁開始又は管理係への書類提出をお願いします“

4月以降の出張については、民訟管理係までお問い合わせください。今年度使用の旅行命令

簿については、 3月末に回収予定です。詳細は後日メールにてお知らせします

3令和3年度版六法の回収について（再掲）

先日令和4年度版六法を配布しましたが、これに伴い不要となった令和3年度版六法は、 2月

14日 （月）～2月22日 （火）の間に、民訟管理係まで持参してください。

4二酸化炭素濃度測定器の整備について

新型コロナウイルス感染防止の環境確認に活用するため二酸化炭素濃度測定器が民事部に1

台整備されました。民訟管理係において保管しておりますので、測定を要する場合には、同係ま
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でお知らせください。

5民訟管理係への提出書類一覧表について（別添1）

民訟管理係が所管する事務について､提出書類を一覧表にしましたので.参考にしてください。

61 － さ ｜ｳｪブ会議の運用開始時期について

が葬 禽 ｡ ､3月17日以降、 也 廷 一一一－．

可能となることに伴い、 ウェブ会議の運用が変更となります。

具体的には次のような見通しです。

遍令和4年3月'7日:東京地裁悶 一二 一 ｜

→各職員において､順次、職員貸与パソコンに設定作業を行う （別途メールで周知予定。 ）

（ 「ウェブ会議用機器→IT化試行部は、必要に応じて、

に関する各手順書」を参照） 。

’醸令和4年3月24日頃(未定｡ただし､3月31日まで)：

の運用開始。-1

-. の使用終了。

※' ｜の予定日は､追って連絡します。

※ 1は使用終了後に回収する予定です回収の方法等詳細は､追って連

絡します。

庶務第二係担当副管

1 超過勤務手当支給のための超勤実績集計方法の変更について

当庁では､超過勤務手当の支給手続きのために、毎月、超過勤務時間等集計表データの作成を

各部にお願いしておりましたが、令和4年2月から超過勤務手当支給手続きのためのツールが変

わり、超過勤務時間の集計事務の取扱いも変更されました。 2月4日付けのメールでお知らせし
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たとおり、民事部では、新たなツールに対応した各部での集計方法を検討中ですので、取扱いが

定まり次第お知らせいたします。

なお、超過勤務時間上限等管理のための超過勤務時間記録カードについては、取扱いに変更は

ございません。提出期限などは次のとおりです。

・ 超過勤務時間記録カード、集計用デー夕について

前日までの超過勤務を入力）

なお、カードの右上に所属、氏名、利用している制度（ 「フレックス」 、 「昼短」 、 「コロ

ナ早出」等）を手書きで記載すること。また、出勤斑欄には、 「1」～「4」を必ず入力す

ること （昼短の場合も班を入力する。フレックス、早出遅出の場合は不要） 。

※28日 （月）に超過勤務があった場合には､､カード及び集計用データに入力した上、 3月i

までに提出してください。午前10時00 時間厳守）日 （火）

※月末月初に管理職員が休暇等の場合、庶務第二係に連絡の上、兄弟部の管理職員等に処理を

依頼

2新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する休暇等について

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、特別休暇の取得の可否について、照会が増えていま

す。令和3年10月7日に庶務二担当副管理官から送信したメールに「新型コロナウイルス感染

症拡大防止に関する休暇等についてのQ&Aj (別添2)が添付されていますので、再度ご確認

いただき、不明な点について照会していただくようお願いいたします

3勤務時聞°休暇｡休日等の制度利用に関する申請について

申請については、別添3のとおりです。申請の時期を厳守いただくようお願いいたします特

に年度末で各種申請が多くなりますので、早めの申請にご協力お願いします｡‘’

4転出入者の育児・介護制度の利用継続について

育児。介護制度（通勤緩和、育児時間、早出。遅出勤務、休憩時間短縮、介護休暇、介護時間、

フレックスタイム制等）及び公務運営上の事情による早出｡遅出勤務（コロナ早出・遅出）につ

いて、承認された後、承認権者を異にする異動をする場合には、従前の承認は効力を失うため、

異動後も利用を継続するためには、新所属で新たに承認される必要があります。所属に転出入者



がいる場合には、異動のオープン後、速やかに制度利用の希望を確認して、その結果を適宜の方

法で庶務第二係に御連絡ください。

5今後予定されている研修等について

（1）裁判所書記官養成課程（予定）

総研第一部第.19期生及び第二部第19期生

4月は予修期修習を実施｡ 4月中旬ころ、各部にて受入を予定。

総研第二部第19期生裁判事務修習（予定)

配属部修習 5月上旬ころから開始予定、集中修習等の日程未定。

（2） フオローアツプセミナー集合研修 3月17日 （木）

選択型研修については、調整中

（3） スタートアップセミナー集合研修は中止、講話6講義については資料配布などを予定

6報告関連について

（1）令和3年4月期採用職員

計画シート （後半達成状況） 4月4日 （月）

第.3回ミーティング前レポート 同上

※第3回ミーテンrングは令和4年3月下旬に実施。レポート作成時間等に御配慮願います。

（2） スタートアツプ研修（統一的OJT:令和3年10月1日付で配置された新任書記官).

振り返りシート、補助シート任官から6か月間毎月作成、翌月15日までに提出

庶務第一係担当副管

新受事件の各月変遷状況表（令和4年1月） （別添4）



民舩管理係への提出物(令和4年4月期）

｜ ゞ義・ ’書式等

、

提出書頚 対象 提出期限 事務連絡等

パソーン引艦チェックリスト

複合機用プリント認虹カード管理県 、

複製用記録媒体点検結果報告客（引總ぎ）

輌出者（後任がない糖） ，転入者

一一 ≦』ニニ ユ ■ 口 ■

全■節(定期報告）

糟任餐速やかに

複合橡用プリント碑証カード取扱細目（令和元年9月改
定）

4月28泊
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保管責任者の交稗があった部署 後任者の点検日から10日以内
平成31年3月29日付け民事首席香記官及び刑事首席寄
記官事務連絡「複製用記録撚体管理要領について」

全箇部 4月記日

管理者の交替があった部署 4月迩日
、令巾群5月31日付け亨務局是…侭「要檎宙情報等の漉出卒欽を
防止ずろための実施紺目 (娘判官及び執龍恩外の魔員用) ｣腱ついて
･令和3年8月2日付け民亭価廷儒哩官事務塞鰭｢官腕USBメモリの管
郵目ついて」について］配館が曲る同帆詐砦蹄してい弔陣■ナペで 4月28日

I

r

f隈
IT化拭行部署 3月分を生月5日まで

譲当する裁判官 4月28日

抱定外ゾフトウニアを串堀する職員 特になし（事前）
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・平成19年8月16日付け蛾高裁事萄建長通達「靴判所
の保有する購報及び精報システムの取扱いについて」
・平成19年3月22日付け最高裁情報政策犀通運「傭竿度末:(前年度分）まで部で保香することとなっている次の原本 庁内ホームページ内

「捕報セキュリティ」のページ 報セキュリティに関する対簸藩準について」
・平成30年11月30日付け最高輪情報政策嵐長通知
「傭報セキュリティ肥関する対策差準の運用につし､て』

全障郵

（②につき記戦が鞍い籾合に
は，引継ぎは不要ですが，提出
邪ない坦合Iこは賄認の連絡をさ
せていただきます》

4畳n日

その他の情報セキュリティポリシーの許可申鯖書,届出書 全嘩員 速やかに

困
晶
ヰ
ロ

平成3.1年3月18日付け民事首席書記官事務遭緒r民事
哉判事務等処理状況報告について」

民事裁判事務飼査月報 全箇部 3月分奄4月8日まで

公
印
関
係

保管責任者交代届 後任者 著任後速やかに
平成31年3月26日付け所長通達t公印の作成，保管及
び使用の廃止に開する手続等1こついて」 （平成31年3月

’
26日改正）

公印使用開始・終了届 開始または終了後‘速やかに
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【機密性2】(別添2）

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関する休暇等についてのQ&A

1 新型コロナウイルス感染症拡大防止において出勤することが著しく困難であると

認められる場合の休暇等の取扱いについて

Q1 発熱や咳があるのですが,出勤困難な場合の特別休暇は認められるのでしょうか。

職員に発熱等の風邪症状が見られること等から療養する必要があり，職員の症状

等に鑑みて勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は，出勤困難な場合の

特別休暇の対象となります。

Q2子等の親族に発熱や咳があるのですが，出勤困難な場合の特別休暇は認められる

のでしょうか。

職員の子や親族に発熱等の風邪症状が見られること等から療養する必要があり，

他に看病をする者がいない場合など，勤務しないことがやむを得ないと認められる

場合は，出勤困難な場合の特別休暇の対象となります。

QS小学校等の臨時休校のため，子の世話を行う必要があるのですが，出勤困難な場

合の特別休暇は認められるのでしょうか。

新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校，中学校，高等学校，特別支援学校等

の臨時休校のほか，保育園や幼稚園の臨時休園や利用自粛を要請されたなどの事情

により，当該学校等に通う子の世話を行う職員が,当該世話を行うため，勤務しない

ことがやむを得ないと認められる場合は，出勤困難な場合の特別休暇の対象となり

ます。

Q4職員の子や親族に発熱等の風邪症状が見られる場合や新型コロナウイルス感染症

対策に伴う小学校等の休校等の場合に，出勤困難な場合の特別休暇のほかには， ど

のような特別休暇等が利用できますか。

職員の子や親族に発熱等の風邪症状が見られ，職員が看病等をする必要がある場

'1



【機密性2】(別添2）

合には， 出勤困難な場合の特別休暇のほかに，子の看護休暇などの利用が考えられ

ます。

また，新型コロナウイルス感染症対策に伴う小学校等の休校等により，子の世話

を行う必要がある場合には，上記の特別休暇のほか，時差出勤を利用することによ

り，子の世話を行うことに有益になるときには,公務の運営上の事情による早出遅

出勤務を活用した時差出勤の利用も考えられますので,上司に相談してください(非

常勤の職員が現在と異なる時間での勤務を希望する場合は，上司を通じて人事担当

者に問い合わせてください｡)。

Qら職員又はその親族に，発熱等の風邪症状は見られませんが，保健所等から濃厚接

触者として感染症法に基づかない任意の外出自粛要請を受けました。出勤困難な場

合の特別休暇の対象になりますか。

職員又はその親族に，発熱等の風邪症状が見られず，保健所等からの濃厚接触者

に該当する旨の認定を受け，任意の外出自粛要請を受けたことのみをもって，出勤

困難な場合の特別休暇の対象にはなりません。

なお， このような場合，所属庁の判断によって在宅勤務を命じられることがあり

ますので，速やかに上司に相談してください｡

※感染症法に基づく外出自粛要請は，保健所等から書面により通知されます（感

染症法施行規則第23条の3及び第23条の4参照)。

QS接触確認アプリで陽性者との接触の可能性が通知されたのですが，発熱等の風邪

症状はありません。出勤困難な場合の特別休暇の対象になりますか。

接触確認アプリで陽性者との接触の可能性が通知されたことのみをもって，出勤

困難な場合の特別休暇の対象にはなりません。

なお， このような場合，所属庁の判断によって在宅勤務を命じられることがあり

ますので，速やかに上司に相談してください。

Qフ保健所や医師か.らPC.R検査の受検の要請等がありました。_PCR検査を受ける

場合には，出勤困難な場合の特別休暇等の対象になりますか｡
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【機密性2】(別添2）

PCR検査の受検のみをもって出勤困難な場合の特別休暇や職務専念義務免除の

対象にはなりません｡なお,既に職員に発熱等の風邪症状が見られる場合には,出勤

困難な場合の特別休暇の対象となります(Q1参照)。 ．

QB PCR検査で新型コロナウイルスへの感染が判明したのですが，症状がなくても

出勤困難な場合の特別休暇は認められるのでしょうか。

新型コロナウイルス感染症に罹患した職員は症状がなくても療養する必要がある
e

ため，出勤困難な場合の特別休暇の対象となります。

2新型コロナウイルス感染症に関する抗体保有状況を把握するために行われる抗体

検査について

Qg 自治体から抗体検査（抗体保有調査) (X)の案内が来ました｡調査対象となり抗

体検査（抗体保有調査）を受ける場合には，休暇の取得が必要ですか。 ．

新型コロナウイルス感染症に関する抗体保有状況を把握するために行われる抗体

検査（抗体保有調査） （※）については，勤務しないことがやむを得ないと認められ

る場合は，公務の運営に支障のない範囲内において，職務専念義務が免除されて休

暇をとらずに検査を受けることができます。手続については，上司を通じて人事担

当者に問い合わせてください。 、

なお， このような国や自治体における抗体保有率を把握するための抗体検査（抗

体保有調査）ではなく，個人が医療機関等で受ける抗体検査の場合には，職務専念義

務の免除や出勤困難な場合の特別休暇の対象にはな･りません。

※抗体保有状況を把握するための抗体検査（抗体保有調査）については， これま

で，一部の地域において厚生労働省が実施しており， このほか， 自治体等が抗体

保有状況を把握するために実施する抗体検査（抗体保有調査）もあります6

s新型コロナウイルス感染症の予防接種を受ける場合等について

Q10新型コロナウイルス感染症の予防接種を受けるには休暇の取得が必要ですか。

また，その予防接種の副反応のため療養する場合についても，休暇の取得が必要で

すか。
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【機密性2】(別添2）

当該予防接種については,勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は，

公務の運営に支障のない範囲内において，職務専念義務が免除されて休暇をとらず

に接種を受けることができます。また， 当該予防接種との関連性が高いと認められ

る症状（副反応）により療養する必要がある場合は，そのためにやむを得ないと認め

られる必要最小限度の期間において，職務専念義務が免除されて，休暇をとらずに

療養することができます。

4新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための時差出勤の実施について

Q1 1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため，通勤時の混雑回避のために

利用できる制度はありますか。

職員の通勤事情等に鑑み，新型コロナ,ウイルス感染症の感染拡大防止のため，公

共交通機関を利用して通勤する職員が通勤時の混雑を避けることができるよう，公

務の運営上の事情による早出遅出勤務制度がありますので，希望する場合は上司に

相談してください。

なお，フレックスタイム制を利用している職員が，早出遅出勤務を希望する場合

や，非常勤の職員が，通勤時の混雑を避けるために,現在と異なる時間での勤務を

希望する場合は，上司を通じて人事担当者に問い合わせてください。
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勤務時間･休暇･休日等の制度利用に関する-覧表 (R2.41脚【機密性2】

(※1｝やむを得ない事怖がある場合はこの限りではないので，所属の庶務に相談してください。

(※2）たとえば，東京地裁から東京家跳東京簡戯から横涜地裁への具動

(※3）たとえば,東京地裁民事部から刑事部,東京地歎立川支部から東京地裁事務局への麗侭検え

(※4）自己啓発については.取得希望時期の前年の7月までに希望申出密を提倒し,大学院等の合格後速やかに購求書を提出する必要があります．
〔※5）申誇等が必要かどうかは‘所風の庶務に確翻してください．
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【機密性2】 斬 受 事 件 の 各 月 蜜題 状 況 表 (令和4年1月31日現在民庶一）
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